
令和８年経済センサス活動調査を実施

各種施策を推進していきます
市の未来に向けた計画がスタート
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損
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　経済センサス活動調査は、政府
が実施する統計調査です。全国す
べての事業所および企業が対象
で、売上高など経理項目の把握に
重点を置いて実施します。
　調査の結果は、国および地方公
共団体における行政施策の立案や、
民間企業における経営計画の策定
など、社会経済の発展を支える基
礎資料として広く活用されます。
▶対象＝すべての事業所・企業
▶調査項目＝名称、所在地、経営
組織、事業内容、売上、費用など

▶調査方法
・過去の調査で把握している事業所
＝４月にインターネット回答に必
要な調査書類を郵送
・その他の事業所＝５月ごろに調
査員が直接配布
▶注意事項＝訪問する調査員は、
必ず「調査員証」を携帯しています
　調査へのご理解、ご協力をお願
いします。
問企画政策課政策推進班
　☎（７０）０３１５

◇令和８年度実施　
住民協働事業がスタート
　さまざまな団体が市と協力しながら
公共的課題に取り組む事業に対し、補
助金を交付しています。
　今年度採択された団体は次のとおり
です。各事業の活動状況や参加者の募
集については、市広報紙やホームペー
ジへ掲載します。
▶事業名（団体名）＝大網白里市外国人
支援ネットワーク事業（大網白里市外国
人支援ネットワーク）
◇令和７年度に実施した住民協働事業
の成果報告会を開催

　自由に傍聴ができますので、希望者は
会場へお越しください。　※申込不要。
▶日時＝４月 22日㈬ 14時～
▶会場＝保健文化センター３階ホール
◇市民活動支援センターが利用できます
　市民活動に関する相談を受け付ける
とともに、活動スペースを提供してい
ます。
　また、中央公民館と地域づくり課前
で、活動団体のポスターの掲示・チラ
シの配架を行っています。
問地域づくり課市民協働推進班
　☎（７０）０３４２

▲制度の詳細
（市ホームページ）

▲令和8年度出前講座
（市ホームページ）

大網病院だより 13 網病院をもっと身近に大

◇医事業務って何？
　病院職員には、医師や看護師、
薬剤師などの医療職と事務職がい
ます。事務職の業務の中でも、医
療に関する事務を専門に担う業務
を医事業務と呼びます。医事業務
では、主に次のような仕事を行っ
ています。
①受付業務
　患者さんが来院した際に最初に
接するところです。外来患者さん
や入院患者さんの受付やマイナン
バーでの保険証確認のご案内をし
ます。当院では、診療や検査がス
ムーズに進み、患者さんが満足で
きるサービスの提供を心掛けてい
ます。
②診療費の請求
　診療が終了し、診療費の計算を
します。費用の請求は健康保険法
による診療報酬点数により算定
することが義務付けられており、�
医療費の総額のうち一部負担金を
窓口でお支払いいただくことにな
ります。医療費に関することで分
からないことや疑問に思うことが
ありましたら、ぜひお声掛けくだ
さい。

　また、総医療費の内、患者さん
のご負担金以外の請求業務も行っ
ています。
③施設管理（施設基準）
　施設管理でイメージされるの
は、電気や水道の設備などと思わ
れますが、医事業務の施設管理は
少し違っています。具体的には、
国が定めた法律や規制に基づい
て、人員配置が適正かどうか、治
療に最適な環境が維持されている
かなど、施設に求められる管理を
行っています。
◇より良い医療環境を
　医事業務は、医療機関にとって
健全で円滑な運営に欠かせない業
務です。大網病院の医事業務ス
タッフも市民病院である当院の発
展に尽力したいと思っています。
来院の際にお困りのことがありま
したら、医事業務スタッフにお声
掛けください。
問大網病院　☎（７２）１１２１

協働のまちづくり通信

◇第６次総合計画後期基本計画
　まちづくりの指針となる計画を策定
しました。市の将来像である「未来
に向けてみんなでつくろう！　住みた
い・住み続けたいまち」の実現を目指
し、市民の皆さんとともにまちづくり
に取り組みます。
問企画政策課政策推進班
　☎（７０）０３１５

◇第３次男女共同参画計画
　近年の社会情勢や本市の男女共同参
画を取り巻く現状、男女共同参画審議
会や市民の皆さんの意見を反映して策
定しました。
　今後、計画に基づき各種施策を推進
していきます。
問 �地域づくり課市民協働推進班
　☎（７０）０３４２

〈計画書閲覧場所〉
市ホームページ、行政情報コーナー、市図書室（各分室）

ごみの減量化、資源化にご協力ください。　問地域づくり課環境対策班　☎（７０）０３８６
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